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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波画像及び図案化されたスイッチを含むグラフィック画像を作成する信号処理部と
、前記信号処理部が作成した画像を表示する表示装置と、前記グラフィック画像に含まれ
たスイッチを操作するためのポインティングデバイスとを備える超音波診断装置であって
、
　前記表示装置は、一の画像の上に該一の画像よりも面積の小さな他の画像が重畳して表
示する機能を有し、
　前記一の画像は、超音波画像とグラフィック画像を合成した合成画像であり、
　前記他の画像がグラフィック画像であるときに、前記合成画像のグラフィック画像の輝
度を前記他の画像の輝度より低く表示し、
　前記一の画像のグラフィック画像は、参照超音波画像のアイコンを含み、
　前記表示装置は、前記ポインティングデバイスによって前記アイコンが操作されたとき
に、前記一の画像に重畳して前記参照超音波画像を表示することを特徴とする超音波診断
装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置であって、
　前記参照超音波画像は、前記一の画像に含まれる超音波画像と同一被検体の画像であっ
て、前記参照超音波画像が表示される際に、前記参照超音波画像が作成された際の条件を
読み出し、当該条件を用いて前記一の画像に含まれる超音波画像の作製に用いられる条件
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を変更することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　超音波送受信部と、超音波送受信部からの信号をもとに超音波画像を作成する信号処理
部と、前記超音波画像を表示する表示装置と、ポインティングデバイスにより動作する画
面操作制御部とを備える超音波診断装置であって、
　前記表示装置は、診断に寄与する画像と、スイッチを含むグラフィック画像との合成画
像を表示するものであって、前記合成画像における前記グラフィック画像上の前記スイッ
チが関連づけられた領域の輝度を、前記ポインティングデバイスによるポインタが画面に
表示される前、前記ポインタが画面に表示されているとき、及び前記スイッチが関連づけ
られた領域に前記ポインタが位置づけられたとき、の順に、小から大に変化させることを
特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の超音波診断装置であって、
　前記表示装置は、前記合成画像において、前記グラフィック画像の輝度を前記診断に寄
与する画像の輝度より低くして表示することを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波診断装置に係り、特に、その操作において改良された構成を有する超音
波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、被検体の断層像を含む被検体内部の診断に係る各種情報をモニタ（
表示装置）に表示させるように構成され、前記各種情報は該被検体に当接させて用いられ
る超音波探触子を介して得られるエコー信号に基づいて作成されるようになっている。
【０００３】
　診断にあっては、表示装置に、前記各種情報を任意にそれぞれ表示させる場合、あるい
は、最終的に表示させる情報の前の段階でいくつかの一連の情報を表示させる場合等があ
るが、それらの各表示は超音波診断装置に取り付けられた操作パネル上においてボタン操
作（キー操作）等をすることによって行っていた。
【０００４】
　また、近年、下記特許文献１に開示されているように、超音波診断装置において前記操
作パネルの他にタッチスクリーンパネルのような補助表示器を備え、これにより、必要に
応じて操作パネルおよび補助表示器上でボタン操作あるいはタッチ操作等をすることがで
きる。
【０００５】
　前記補助表示器には多くのスイッチが配設された設定入力画像が表示されており、これ
らのスイッチのタッチ操作によってそのスイッチに関連付けられた機能がたとえばＯＮ／
ＯＦＦされるようになっている。このような補助表示器は操作パネルの有限な領域を事実
上拡張するように機能する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－２４８０９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、上述した超音波診断装置は、そのいずれにおいても、表示装置上に表示させよ
うとする画面の切り換え等の操作は該表示装置とは別個に設けられた操作パネルあるいは
補助表示器によって行わなければならないものであった。
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【０００８】
　このため、超音波診断装置の操作において、操作者は、操作パネルあるいは補助表示器
の操作、表示装置の表示の確認、操作パネルあるいは補助表示器の操作、表示装置の表示
の確認、……、を繰り返し、その都度、視線を表示装置から操作パネルあるいはタッチパ
ネルへ移さなければならないことになる。
【０００９】
　このことは、表示装置の画面に集中して診断することを妨げることにもなり、表示装置
の画面を目視しながら超音波診断装置の操作ができることが要望されるに至った。
【００１０】
　本発明は、このような事情に基づいてなされたものであり、その目的は、表示装置から
視線を移すことなく操作を行うことのできる超音波診断装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下の
とおりである。
【００１２】
（１）本発明による超音波診断装置は、たとえば、少なくとも表示装置およびポインティ
ングデバイスを備える超音波診断装置であって、
　前記ポインティングデバイスによって操作され前記表示装置に表示されるポインタが前
記表示装置に表示されるスイッチ上に位置づけられかつ該スイッチを押す動作がなされた
際に、該スイッチに関連づけられた操作がなされる手段が備えられていることを特徴とす
る。
【００１３】
（２）本発明による超音波診断装置は、たとえば、前記（１）の構成を前提とし、一の画
像の上に該一の画像よりも面積の小さな他の画像が重畳して表示され、前記他の画像の輝
度を前記一の画像の輝度よりも高く表示することを特徴とするものである。
【００１４】
（３）本発明による超音波診断装置は、たとえば、前記（１）の構成を前提とし、前記表
示装置に表示される画像の一部の領域に超音波画像が表示され、この超音波画像を除く他
の領域の輝度は該超音波画像が表示されている領域の輝度よりも低く表示することを特徴
とする。
【００１５】
　なお、本発明は以上の構成に限定されず、本発明の技術思想を逸脱しない範囲で種々の
変更が可能である。
【発明の効果】
【００１６】
　このように構成された超音波診断装置は、表示装置に表示される画像上のポインタを目
視しながら片方の手で押さえているポインティングディバイスの操作によって移動させる
ことができる。
【００１７】
　そして、超音波診断装置の操作は表示装置に表示されたスイッチ（あるいはボタン）を
前記ポインタによって押す操作を通して行うことができ、表示装置以外のものに視線を移
す必要がなくなる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明による超音波診断装置の一実施例を示す概略構成のブロック図である。
【図２】本発明による超音波診断装置の操作にともなって表示装置に表示される画像の一
実施例を示した構成図である。
【図３】本発明による超音波診断装置の一連の操作において、その一部の操作にともなっ
て表示装置に表示される画像の他の実施例を示した構成図である。



(4) JP 5700464 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

【図４】本発明による超音波診断装置において、入力設定兼用画像上のポインタがスイッ
チに位置づけられた際に該スイッチの輝度を高くするまでの間に制御部が行う動作フロー
の一実施例を示す図である。
【図５】本発明による超音波診断装置の他の実施例を示す構成図で、該超音波診断装置の
操作にともなって表示装置に表示される画像の一実施例を示した図である。
【図６】図５に示した構成において超音波診断装置の制御部が行う動作フローの一実施例
を示す図である。
【図７】本発明による超音波診断装置の一連の操作において、その一部の操作にともなっ
て表示装置に表示される画像の他の実施例を示した構成図である。
【図８】本発明による超音波診断装置の一連の操作において、その一部の操作にともなっ
て表示装置に表示される画像の他の実施例を示した構成図である。
【図９】本発明による超音波診断装置の一連の操作において、その一部の操作にともなっ
て表示装置に表示される画像の他の実施例を示した構成図である。
【図１０】本発明による超音波診断装置の一連の操作において、その一部の操作にともな
って表示装置に表示される画像の他の実施例を示した構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明による超音波診断装置の実施例を図面を用いて説明をする。
【００２０】
　図１は、本発明による超音波診断装置の一実施例を示す概略構成のブロック図である。
【００２１】
　図１において、まず、被検体に当接されて用いられる超音波探触子３２があり、この超
音波探触子３２は超音波送受信部３３によって該被検体に超音波を送信するようになって
いる。また、該被検体内に送信された超音波はエコー信号となって反射され前記超音波探
触子３２を介して前記超音波送受信部３３に入力されるようになっている。
【００２２】
　この場合、超音波送受信部３３における超音波の送信および受信は切り換えられてなさ
れるとともに、これら切り換えにおける各態様の条件が設定され、該切り換えおよび条件
の設定等は後述の制御部３６からの制御信号によってなされるようになっている。
【００２３】
　超音波送受信部３３からの信号は信号処理部３４に入力され、この信号処理部３４にお
いて超音波画像が作成されるようになっている。超音波画像としては、たとえば、Ｂモー
ド画像、Ｍモード画像、カラードプラ画像、あるいはＤモード画像などの各種の画像が知
られており、これら画像は、後述の制御部３６からの指令に基づき必要に応じて作成され
るようになっている。
【００２４】
　なお、この信号処理部３４では、前記超音波画像とともにたとえば該超音波画像の表示
領域と異なる他の領域に表示されるグラフィック画像も作成され、このグラフィック画像
の中には図案化された後述の各種スイッチ（あるいはボタン）も含まれる。
【００２５】
　前記信号処理部３４によって作成された超音波画像およびグラフィック画像の情報は表
示装置３５に入力され、この表示装置３５において該超音波画像およびグラフィック画像
が表示されるようになっている。
【００２６】
　ここで、前記制御部３６には操作パネル３７が設けられ、従来にあっては、操作者によ
る該操作パネル３７のたとえばボタン操作（キー操作）によって、該ボタンに関連付けら
れた機能に基づいて該制御部３６が作動し、前記超音波送受信部３３および信号処理部３
４が制御されていた。
【００２７】
　しかし、この実施例では、該操作パネル３７を主として用いることなく、この操作パネ
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ル３７に替わるものとして画面操作制御部３８を備えた構成となっている。この画面操作
制御部３８は、具体的にはマウス等に組み込まれているポインティングデバイスによって
動作されるようになっている。
【００２８】
　さらに、前記表示装置３５には、上述した超音波画像のように診断に寄与する画像と、
このような超音波画像の表示領域と異なる他の領域においてたとえば並設された複数の図
案化されたスイッチ（あるいはボタン）を有するグラフィック画像を有する画像（以下、
この明細書において、入力設定兼用画像と称する）が表示されるようになっている。また
、超音波画像のように診断に寄与する画像が表示されず、並設された複数の図案化された
スイッチを主として有するグラフィク画像からなる画像（以下、この明細書において、入
力設定画像と称する）も表示可能になっている。
【００２９】
　表示装置３５にこのような入力設定画像および入力設定兼用画像が表示されることによ
り、それらに表示されているスイッチ（あるいはボタン）を通して操作指令や設定情報を
入力することができ、前記操作パネル３７への操作と同様の機能をもたせることができる
。
【００３０】
　そして、これら入力設定画像あるいは入力設定兼用画像には、それが表示装置２５に表
示された際に、ポインタが表示されるようになっており、操作者によるポインティングデ
バイスの移動操作によって、前記ポインタは前記スイッチ（あるいはボタン）上に位置付
けられ、また、ボタン操作によって該スイッチ（あるいはボタン）を押す動作が可能にな
っている。
【００３１】
　図２は、本発明による超音波診断装置の一連の操作において、その一部の操作にともな
って前記表示装置３５に表示される画像の一実施例を示した構成図である。
【００３２】
　図２において、該表示装置３５の表示画面３５ａには入力設定兼用画像が表示されてい
る。入力設定兼用画像は、上述したように、超音波画像のように診断に寄与する画像と、
このような超音波画像の表示領域と異なる他の領域においてたとえば並設された複数の図
案化されたスイッチ（あるいはボタン）を有するグラフィック画像との合成画像として構
成される。
【００３３】
　図２に示すように、該表示画面３５ａのほぼ中心部には超音波画像２１が表示されてい
る。図２に示す超音波画像２１は、図中の上部の欄２２に示すように、たとえばアプリケ
ーション１ないしアプリケーション８までの超音波画像表示態様のうちの選択されたアプ
リケーション３による超音波画像となっている。
【００３４】
　そして、このように表示された該超音波画像２１の左側の欄２３には、該超音波画像２
１を基にしてたとえば種々の計測等を行い得るスイッチＳＷ１ないしＳＷ５が図案化され
て表示されている。ここで、スイッチＳＷ１は超音波画像上に矢印を表示させるためのス
イッチで矢印アイコンとして表示されている。スイッチＳＷ２は超音波画像上で２点間の
距離計測を行うためのスイッチでキャリパーアイコンとして表示されている。スイッチＳ
Ｗ３は超音波画像上に２点で囲った範囲の面積を測定するためのスイッチでトレース面積
アイコンとして表示されている。スイッチＳＷ４は３次元超音波画像を表示した場合該画
像を回転させるためのスイッチで画像回転アイコンとして表示されている。スイッチＳＷ
５はコメント入力して表示させるためのスイッチでアノテーションアイコンとして表示さ
れている。
【００３５】
　この欄２３に表示されている各スイッチＳＷ１ないしＳＷ５の一つを操作する場合には
、表示画面３５ａに表示されているポインタ２４を操作者によるポインティングデバイス
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の移動操作によって当該スイッチに重なるようにして移動させ、やはり、操作者によるポ
インティングデバイスのボタン操作によって該ポインタ２４で当該スイッチを押す動作を
することによって達成できるようになる。
【００３６】
　なお、図２に示す画像が表示された段階では、前記ポインタ２４は当該画面上に表示さ
れているいずれのスイッチ上に重ねて表示されることはなく、各スイッチが表示されてい
ない位置であって予め定められた位置に表示されるようになっている。当該画像の表示後
において、操作者の意志で前記各スイッチの一つを任意に選択させるためである。
【００３７】
　また、上述のように表示される該超音波画像２１の下側の欄２５にはスイッチＳＷ６な
いしＳＷ１３が並設されて表示されている。ここで、スイッチＳＷ６は超音波画像をフリ
ーズさせるためのスイッチでフリーズアイコンとして表示されている。スイッチＳＷ２は
超音波画像を印刷するためのスイッチでプリントアイコンとして表示されている。スイッ
チＳＷ８、ＳＷ９は超音波の焦点を調整するためのスイッチでフォーカス深度アイコンと
して表示されている。スイッチＳＷ１０、ＳＷ１１は超音波画像の表面深度を調整するた
めのスイッチで表面深度アイコンとして表示されている。スイッチＳＷ１２は各種パラメ
ータの自動調整を実行するためのスイッチでハイサポートアイコンとして表示されている
。また、スイッチＳＷ１３は３次元超音波画像を表示している場合において２次元超音波
画像に切り換えるためのスイッチとなっている。
【００３８】
　この欄２５に表示されている各スイッチの一つを操作する場合にも、上述と同様に、表
示面３５ａに表示されているポインタ２４を操作者によるポインティングデバイスの移動
操作によって当該スイッチに重なるようにして移動させ、やはり、操作者によるポインテ
ィングデバイスのボタン操作によって該ポインタ２４で当該スイッチを押す動作をするこ
とによって達成できるようになる。
【００３９】
　なお、図２に示す表示画面３５ａには、その左側において、前記超音波画像２１と類似
する画像であって該超音波画像２１よりも小さく表示される複数の画像２６ａないし２６
ｃが参照画像として表示されている。これら参照画像はタブ形式によって過去に取得した
超音波画像等とリアルタイムに取得されている超音波画像等を切り換えて表示できるよう
になっている。図２には、リアルタイムに取得されている超音波画像等が表示され、図中
上から順次動画像アイコン（２６ａ）、静止像アイコン（２６ｂ）、三次元像アイコン（
２６ｃ）が表示され、それらの選択、すなわち、表示面３５ａに表示されているポインタ
２４を操作者によるポインティングデバイスの移動操作によって当該各画像アイコンのう
ちの一つの画像アイコンに重なるようにして移動させ、やはり、操作者によるポインティ
ングデバイスのボタン操作によって該ポインタ２４で当該スイッチ（アイコン）を押すこ
とにより、当該画像が表示画面３５ａのほぼ中央にて超音波画像２１として表示されるよ
うになっている。
【００４０】
　図３は、本発明による超音波診断装置の一連の操作において、その一部の操作にともな
って前記表示装置３５に表示される画像の他の実施例を示した構成図である。
【００４１】
　図３において、該表示装置３５の表示画面３５ａには図中に太い枠で示した入力設定画
像３２が入力設定兼用画像に重畳されて表示されている。入力設定画像３２は、上述した
ように、超音波画像のように診断に寄与する画像を含まず、並設された複数の図案化され
たスイッチを主とするグラフィク画像として構成される。
【００４２】
　この入力設定画像３２は、たとえば探触子選択画像と称され、この入力設定画像３２に
図案化されて表示されたスイッチＳＷ１３ないしＳＷ１５を通して選択しようとする探触
子を特定することができる。ここで、スイッチＳＷ１３はリニア型超音波探触子を選択す
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るスイッチ、スイッチＳＷ１４はセクタ型超音波探触子を選択するスイッチ、スイッチＳ
Ｗ１５はコンベックス型超音波探触子を選択するスイッチを示している。
【００４３】
　これら選択は、上述したと同様に、入力設定画像３２上に表示されているポインタ３３
を操作者によるポインティングデバイスの移動操作によって当該スイッチに重なるように
して移動させ、やはり、操作者によるポインティングデバイスのボタン操作によって該ポ
インタ３３で当該スイッチを押す動作をすることによって達成できるようになる。
【００４４】
　なお、図３にあっては、スイッチＳＷ１３が選択されて押されていることを示し、その
スイッチＳＷ１３の選択が他のスイッチＳＷ１４、ＳＷ１５との関係で明瞭となるように
タブ形式で選択されるようになっている。そして、前記スイッチＳＷ１の選択に伴い、次
の必要となる操作を各種アプリケーションのうちの一つを選択することによって行い得る
アプリケーション選択画像３６が表示されていることを示している。このアプリケーショ
ン選択画像３６には、各アプリケーションに対応した各スイッチＳＷ１７ないしＳＷ２６
が図案化されて表示されている。
【００４５】
　ここで、たとえば、スイッチＳＷ１７は成人腹部を示すスイッチで、このスイッチＳＷ
１７が選択された場合、成人である被検体の腹部を最適に映像できる超音波画像が得られ
るように探触子３２における超音波のフォーカス深度、周波数、ゲイン等が制御部３６に
よって制御されるようになっている。また、スイッチＳＷ１８は肝臓を示すスイッチで、
このスイッチＳＷ１８が選択された場合、被検体の肝臓を最適に塩蔵できる超音波画像が
得られるように探触子３２における超音波のフォーカス深度、周波数、ゲイン等が制御部
３６によって制御されるようになっている。
【００４６】
　該アプリケーション選択画像３６を用いてアプリーションを選択する際においても、上
述したと同様に、表示画面３５ａ上に表示されているポインタ３３を操作者によるポイン
ティングデバイスの移動操作によって当該スイッチに重なるようにして移動させ、やはり
、操作者によるポインティングデバイスのボタン操作によって該ポインタ３３で当該スイ
ッチを押す動作をすることによって達成できるようになる。
【００４７】
　そして、図２に示したように、表示装置３５に少なくとも前記入力設定兼用画像が表示
されている場合であって、該入力設定兼用画像にそれぞれ表示される前記各スイッチは、
該入力設定兼用画像が表示された際においては、その輝度を低くして表示され、操作者が
前記ポインティングデバイスの操作によって、前記ポインタを任意のスイッチ上に位置付
けた際には、選択されたスイッチの枠内の輝度が高く表示されるようになっている。
【００４８】
　このようにすることにより、たとえば前記入力設定兼用画像を表示させた際には、該入
力設定兼用画像に表示されている超音波画像（図２において符号２１で示される）を、前
記各スイッチＳＷ１～ＳＷ１３の表示に惑わされることなく、集中して観察することがで
きるようになる。該スイッチの輝度が低い状態で表示されているからである。このことか
ら、この状態における該スイッチの輝度は、前記超音波画像２１の輝度よりも低く設定す
ることが望ましい。
【００４９】
　そして、操作者の前記ポインティングデバイスの移動操作により前記ポインタを該スイ
ッチ上に位置づけた際には、該スイッチの輝度が高くなって表示されることから、該スイ
ッチを押す動作をする前に、該スイッチの適切な選択を充分に確認することができるよう
になる。
【００５０】
　図４は、入力設定兼用画像が表示装置３５に表示されてからポインタが位置づけられた
スイッチの輝度を高くするまでの間に前記制御部３６が行う動作のフローを示す図である
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。
【００５１】
　まず、ステップＳＴ１において、入力設定兼用画像を表示する。この入力設定兼用画像
はいずれも一つあるいはそれ以上の図案化されたスイッチを有する画像であることは上述
した通りである。
【００５２】
　そして、ステップＳＴ２において、全ての前記スイッチの輝度を下げて表示する。これ
により、操作者は、前記スイッチに惑わされることなく、該入力設定兼用画像に表示され
ている超音波画像を集中して観察することができる。
【００５３】
　ステップＳＴ３において、ポインタ２４を前記各スイッチが表示されている領域以外の
領域に表示する。このポインタは、操作者の前記ポインティングデバイスの移動操作によ
って画像面のいずれの位置においても移動させることができるようになっている。
【００５４】
　ステップＳＴ４において、操作者による前記ポインティングデバイスの移動操作によっ
て、前記ポインタ２４がいずれかのスイッチの上に位置付けられているか否かを判断する
。
【００５５】
　ポインタ２４がいずれかのスイッチの上に位置付けられていると判断した場合、ステッ
プＳＴ５において、ポインタ２４が位置付けられたスイッチの輝度を上げる。また、ポイ
ンタ２４がスイッチの上に位置付けられていないと判断した場合、さらに、前記ポインタ
がスイッチの上に位置付けられているか否かの判断を続行する。
【００５６】
　なお、上述した実施例は、図１に示したように、従来備えられていた操作パネル３７を
用いることなく、画面操作制御部３８のみによって、超音波診断装置の必要とする操作を
行うようにしたものである。
【００５７】
　このような操作ができる背景として、表示装置３５に表示される画像を全て入力設定画
像および入力設定兼用画像として作成し、超音波診断装置の操作をこれら入力設定画像お
よび入力設定兼用画像を通して行うようにしたからである。
【００５８】
　しかし、表示装置３５に表示する画像として、前記入力設定画像および入力設定兼用画
像とともにそれ以外の他の画像を表示する場合があり、この場合においても、このように
してもよい。
【００５９】
　なお、上述のように、超音波画像２１を各スイッチに惑わされないように集中して、か
つ大きな画像で観察できるようにする趣旨から、たとえば、装置の電源を投入してから超
音波計測を開始するまでは該各スイッチの配列のみからなるグラフィック画像のみを最初
からその輝度を高く不変の状態のままに表示しておき、超音波計測を開始して得られた該
超音波画像２１を表示面３５ａに表示する際に、該超音波画像２１を領域的に拡大させて
表示させ、この拡大された超音波画像２１の背後に該スイッチ画像が位置づけられるよう
にし、該スイッチ画像は該超音波画像２１によってその表示が阻止されるように構成して
もよい。輝度が高く表示されたスイッチは目視されることがないので、前記超音波画像２
１の観察を集中して行うことができる。なお、前記スイッチを操作する場合には、たとえ
ば、ポインティングデバイスのボタン操作、たとえばマウスの右ボタン操作をすることに
より、前記超音波画像２１を縮小させる操作を行い、超音波画像２１を図２に示す位置に
表示させ、該スイッチを前記超音波画像２１から露出させるようにしてもよい。
【００６０】
　図５は、本発明による超音波診断装置の他の実施例を示す構成図である。
【００６１】
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　図５は、表示装置３５の表示画面３５ａに、たとえば現在における超音波画像２１ｃが
表示されており、この超音波画像２１ｃの上に、たとえば該超音波画像の被検体と同一の
被検体の超音波画像であって過去に撮像された参照画像２１ｂが一部重畳して表示されて
いることを示している。なお、この参照画像２１ｂの表示は、たとえば、図２に示したよ
うに、表示画面３５ａの左側において表示される参照画像をタブ形式に基づく選択によっ
て過去に取得した超音波画像等に切り換え、動画像アイコン（２６ａ）、静止像アイコン
（２６ｂ）、三次元像アイコン（２６ｃ）のうちの一つを選択することによってなされる
ようになっている。
【００６２】
　この場合、このように表示画面３５ａに前記参照画像２１ｂが表示された段階で、この
参照画像２１ｂが作成された際の種々の条件（たとえば、超音波エネルギ、焦点距離、深
さ等）であって該参照画像２１ｂに関連されて記録されている情報を取り出し、超音波診
断装置に備える記憶装置に該情報を格納するように構成されている。
【００６３】
　そして、前記被検体に対してその超音波画像を作成する場合において、その条件として
前記記憶装置に格納されている情報を用いるようになっている。すなわち、過去の参照画
像２１ｂの作成の際の条件をできる限り共通にし、過去の診断を通して現在の診断を効果
的に行うとする趣旨であり、また、このようにした場合、参照画像２１ｂを現在の診断に
おいて効果的に用いることができるようになる。
【００６４】
　図６は、図５に示した構成において、超音波診断装置の前記制御部３６が行う動作のフ
ローを示す図である。
【００６５】
　図６に示すように、まず、ステップＳＴ１１において、参照画像（図５にて符号２１ｂ
で示す）の読み出しを行う。この場合の参照画像の読み出しは、操作者が図２に示す参照
画像枠２６ｂ内のアイコンの操作による参照画像の選択によって行う。次に、ステップＳ
Ｔ１２において、読み出した参照画像の各条件に相当する情報を取り出し、たとえば制御
部３６に備える記憶装置に該情報を格納する。
【００６６】
　次に、ステップＳＴ１３において、現在実行中の超音波画像（図５にて符号２１ｃで示
す）の作成に用いられている各条件の情報と、前記参照画像の前記記憶装置に格納された
各情報を比較する。さらに、ステップＳＴ１４において、現在実行中の超音波画像の作成
に用いられている各条件の情報を、前記参照画像の前記記憶装置に格納された各情報に合
わせて変更する。その後は、変更された条件の情報に従って、超音波画像を作成する。
【００６７】
　なお、上述した実施例において、たとえば図３に示したように、入力設定兼用画像の上
に該入力設定兼用画像よりも面積が小さく設定された入力設定画像３２が重畳されて表示
されている場合、該図３に対応して描かれた図７に示すように、前記入力設定画像３２の
周辺よりも外方の領域であって前記入力設定兼用画像が露出して表示されている領域（図
中符号５０で示す）において、すなわち、図１に示した表示画面３５ａの全域において、
その輝度を前記入力設定画像３２の輝度よりも低くして表示するようにしてもよい。この
ようにすることにより、表示装置３５の画面上において、入力設定画像３２をその周辺に
露出して表示されている入力設定兼用画像に惑わされずに明瞭に目視でき、該入力設定画
像３２への注視を可能とすることができる。
【００６８】
　この場合、入力設定兼用画像の上に入力設定画像３２が重畳されている場合に限らず、
一の画像の上に該一の画像よりも面積の小さい他の画像が重畳されている場合にも適用で
き、該一の画像の周辺よりも外方の領域であって前記他の画像が露出して表示されている
領域の輝度を前記一の画像の輝度よりも低くするようにしてもよい。
【００６９】
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　また、たとえば図２に示したように、入力設定兼用画像が表示されている場合、該図２
に対応して描かれた図８に示すように、該入力設定兼用画像の超音波画像２１の周辺に複
数のスイッチＳＷ１～ＳＷ１３が並設させて表示されている領域（図中符号５０で示す）
において、その輝度を前記超音波画像２１の輝度よりも低くして表示するようにしてもよ
い。このようにすることにより、超音波画像２１をその周辺のスイッチ群が表示されてい
る領域に惑わされずに明瞭に目視でき、該超音波画像２１への注視を可能とすることがで
きる。
【００７０】
　さらに、図８に示した実施例の場合、前記領域５０の輝度の低下の度合いをポインタ２
４の非表示時と表示時とにおいて変化させるように構成してもよい。すなわち、ポインタ
２４をいまだ表示していない場合（非表示時）において、たとえば図８に示したように、
前記領域５０の輝度の低下を比較的大きく（たとえば５０％輝度）表示しておき、前記ポ
インタ２４を表示した段階（表示時）で、該図８に対応して描かれた図９に示すように、
前記領域５０の輝度の低下を比較的小さく（たとえば７５％輝度）、すなわち、ポインタ
２４の非表示時よりも輝度を高くして表示するようにしてもよい。このようにすることに
より、前記領域５０に表示されている各スイッチのうちの一つを選択し得る状態にあるか
否かを前記領域５０の輝度の変化により容易に判別することができるようになる。なお、
各スイッチのうちの一つを前記ポインタ２４によって選択した場合には、選択されたスイ
ッチを他の残りのスイッチよりもさらに輝度を高くする（たとえば１００％輝度）ことは
上述した実施例の場合と同様である。
【００７１】
　また、図１０は、本発明による超音波診断装置の一連の操作において、その一部の操作
にともなって表示装置３５に表示される画像の他の実施例を示した構成図で、図２と対応
した図となっている。
【００７２】
　図１０では、表示装置３５の表示画面３５ａにおいて、超音波画像２１が一部の領域に
表示されている場合に、該超音波画像２１を除く全ての領域の輝度を該超音波画像２１の
輝度よりも低く設定して表示させるように制御部３６で制御されるようになっている。超
音波画像２１をその周辺の全ての画像に惑わされることなく集中して観察できるようにす
るためである。
【００７３】
　このような趣旨から、周辺の全ての画像の輝度よりも高い輝度で表示される超音波画像
２１は、被検体からの反射エコー信号によって作成される断層画像（Ｂモード像）等の他
に、たとえばＭモード像の他のモードの像が表示される場合にはそれらの像をも含まれ、
さらに、これらの像の解析において必要となる物理量、その単位、さらには他の表示等も
含まれる概念である。要は、前記超音波画像２１は、被検体からの反射エコー信号によっ
て作成される画像の他に、該画像自体の観察と関連して診断に直接関与する表示をも含ん
だ概念として把握される。
【００７４】
　そして、このような概念からなる超音波画像２１の周辺の全域における他の画像として
は、図２において各表示部分の説明から明らかとなるように、現在表示されている超音波
画像２１に作用させて、あるいは該超音波画像２１に基づき何らかの結果を得ようとする
ためのアイコンおよびそれに類似する表示等がなされている部分として把握される。
【００７５】
　また、この場合において、図９に示したように、ポインタ４の非表示の際と表示の際に
おいて前記超音波画像２１を除く全ての領域の輝度に変化を持たせるように制御させるよ
うにしてもよい。
【００７６】
　上述した各実施例はそれぞれ単独に、あるいは組み合わせて用いても良い。それぞれの
実施例での効果を単独であるいは相乗して奏することができるからである。
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【符号の説明】
【００７７】
２１……超音波画像、２１ｃ……超音波画像（現在における）、２１ｂ、２６ａ、２６ｂ
、２６ｃ……参照画像、２４、３３……ポインタ、３２……超音波探触子、３３……超音
波送受信部、３４……信号処理部、３５……表示装置、３６……制御部、３７……操作パ
ネル、３８……画面操作制御部、ＳＷ……スイッチ（ボタン）。

 

【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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